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令和７年５月 財務省関税局 

 

 

日タイ経済連携協定に基づく原産地証明書データ交換 

における e-ＣＯの利用方法 

 

 

 日タイ経済連携協定（以下「日タイＥＰＡ」）に基づく原産地証明書データ交

換においては、これまでの紙の原産地証明書の提出に代えて、輸出入・港湾関

連情報処理システム（以下「ＮＡＣＣＳ」）で受信した原産地証明書のデータ

（電子原産地証明書：e-ＣＯ（イーシーオー））を提出することにより日本へ

の輸入においてＥＰＡ税率の適用を求めることができます。ＮＡＣＣＳにおけ

る e-ＣＯの利用方法を、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ e-ＣＯを利用できる方 

 (1) 輸入者、通関業者 

  日タイＥＰＡに基づき、ＥＰＡ税率を適用しようとする輸入貨物の通関

手続をＮＡＣＣＳで行う輸入者又は通関業者の方であって、当該ＥＰＡ税

率の適用にあたり e-ＣＯの利用を希望する方がご利用いただけます。事前

の申込等は必要ありません。 

  e-ＣＯの利用にあたっては、輸入者の貿易取引相手であるタイの輸出者

からタイ発給機関に対し e-ＣＯの発給手続を依頼していただく必要があり

ます。 

 

※１ 税関官署の窓口に設置されている窓口電子申告端末利用による輸入申告やＮＡ

ＣＣＳを利用しないマニュアル申告を行う場合では、e-ＣＯは利用できませんので

ご留意ください。 

 

(2) タイ発給機関 

  e-ＣＯの発給は、タイ商務省で行います。 

 

２ e-ＣＯの取扱い 

(1) e-ＣＯの発給 

タイ発給機関において日本向け e-ＣＯの発給申請の受付をしています。
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e-ＣＯの利用を希望される場合、輸入者等において貿易取引相手であるタ

イの輸出者に e-ＣＯの発給手続を依頼してください。 

なお、下記(2)のようにＮＡＣＣＳにおいて e-ＣＯを利用するために

は、あらかじめ、発給された e-ＣＯについて、輸出者にその内容を確認す

るか、e-ＣＯの控え（輸出者がタイ発給機関のシステムからＰＤＦファイ

ルでダウンロードすることができます。以下「e-ＣＯ控え」）を輸出者から

入手して確認する必要があります。 

※２ タイ発給機関は、輸出者の申請に応じて e-ＣＯ又は従来の紙の原産地証明書を

発給します。 

  ※３ ＮＡＣＣＳで e-ＣＯを利用するために必要な自社システムの準備が整っていな

い場合、税関官署の窓口に設置されている窓口電子申告端末による輸入申告やＮＡ

ＣＣＳを利用しないマニュアル申告を行う場合は、e-ＣＯを利用することができない

ため、タイの輸出者に対して従来の紙の原産地証明書の発給手続を依頼する必要が

ある点にご留意ください。 
 

(2) e-ＣＯの確認 

タイ発給機関が発給した e-ＣＯはＮＡＣＣＳに直接送信されます。輸入

者等において、ＮＡＣＣＳが受信した e-ＣＯを輸入申告に使用する際に

は、事前に以下の要領で内容を確認してください。 

① ＮＡＣＣＳの原産地証明書情報内容照会（ＩＯＶ）業務を利用して、

e-ＣＯの内容を確認してください。この業務により、e-ＣＯの内容を確

認する際には、輸出者から確認した e-ＣＯの原産地証明書番号

（Reference No.）及び１品目目のインボイス番号（Invoice number）が

必要です。ＩＯＶ業務入力画面の「Ｃ／Ｏ番号」欄には原産地証明書番

号を、「eＣ／Ｏキー」欄には１品目目のインボイス番号を入力してくだ

さい。 

※４ ＮＡＣＣＳでの e-ＣＯの具体的な利用方法は下記３のＮＡＣＣＳ掲示板を参

照いただくか、４のＮＡＣＣＳセンターヘルプデスクにお問い合わせください。 

※５ ＩＯＶ業務で確認できる e-ＣＯの情報は帳票形式で出力することもできま

す。 

 

② e-ＣＯの内容の確認にあたっては、原産地証明書への記載が必要とさ

れている事項が確認できることのほか、通関関係書類と照らし合わせる

等を行い、輸入しようとする貨物との同一性及び当該貨物の原産性につ

いても確認してください。e-ＣＯに申告貨物との同一性又は原産性に関



 

3 
 

する不備がある場合の取扱いについては、従来の原産地証明書と同様に

「不備のある経済連携協定（EPA）原産地証明書等の取扱い」をご参照く

ださい。 

https://www.customs.go.jp/roo/procedure/fubi_epa.pdf 

なお、ＮＡＣＣＳが受信した e-ＣＯには発給機関の署名や印影は付さ

れません。 

 

③ e-ＣＯの内容にシステム不具合と考えられる事象（データ項目の脱

落、e-ＣＯと e-ＣＯ控えの情報の相違等）を確認した場合には、ＮＡＣ

ＣＳセンターヘルプデスクへお問い合わせください。なお、e-ＣＯにシ

ステムエラーと考えられる不備がある場合であっても、e-ＣＯ控えによ

り必要な情報が確認できる場合には、当該 e-ＣＯは有効なものと扱いま

す。 

 

④ e-ＣＯが発給されたにも関わらず、上記①の方法によって e-ＣＯの情

報をＮＡＣＣＳで確認できない場合には、以下のような原因が考えられ

ますので、必要に応じて輸出者又はＮＡＣＣＳセンターヘルプデスクへ

お問い合わせください。 

・ ＮＡＣＣＳに入力した原産地証明書番号又はインボイス番号に誤り

がある 

・ 発給機関による必要項目のシステムへの入力漏れ・誤りにより e-Ｃ

ＯがＮＡＣＣＳで受信できない 

・ システム障害の発生により e-ＣＯがＮＡＣＣＳで受信できない 

 

※６ ＮＡＣＣＳで e-ＣＯを利用するためには、e-ＣＯに登録された原産地証明書

番号又はインボイス番号と全く同じものを入力する必要があります。 

 

※７ 日本側が運営するシステムの運転状況については以下のＵＲＬからご確認い

ただけます。タイ側のシステムの運転状況については、ＮＡＣＣＳセンターヘル

プデスク、輸出者又は発給機関にご確認ください。 

  日本側が運営するシステムの運転状況に関するお知らせページ 

 https://info.eco-gw.com/ 

 

 (3) 輸入申告における e-ＣＯの具体的な提出方法 

  日タイＥＰＡに基づくＥＰＡ税率を適用しようとする貨物の輸入申告

の際には、e-ＣＯを提出してください。 

https://www.customs.go.jp/roo/procedure/fubi_epa.pdf
https://info.eco-gw.com/
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e-ＣＯの提出は、輸入申告事項登録（ＩＤＡ）業務において輸入承認

証等欄に以下の①又は②のいずれかを入力することにより行います。  

①  e-ＣＯの１品目目のインボイス番号（eＣ／Ｏキー）及び原産地証

明書番号（Ｃ／Ｏ番号）を入力する場合 

輸入承認証等識別欄 輸入承認証番号等欄 

ＧＥＮＳ １品目目のインボイス番号（eＣ／Ｏキー） 

ＧＥＮＳ 原産地証明書番号（Ｃ／Ｏ番号） 

・ 輸入承認証番号等欄を２欄使用し、e-ＣＯの１品目目のインボ

イス番号（eＣ／Ｏキー）、原産地証明書番号（Ｃ／Ｏ番号）の

順に連続して入力してください。 

 

②  e-ＣＯについてＮＡＣＣＳが払い出したＮ-Ｃ／Ｏ番号を入力する

場合 

輸入承認証等識別欄 輸入承認証番号等欄 

ＧＥＮＮ Ｎ-Ｃ／Ｏ番号 

・ Ｎ-Ｃ／Ｏ番号は、ＩＯＶ業務で確認することができます。 

・ 原則、Ｎ-Ｃ／Ｏ番号を使用するか否かは自由ですが、①の e-Ｃ

Ｏの１品目目のインボイス番号（eＣ／Ｏキー）又は原産地証明

書番号（Ｃ／Ｏ番号）が 20桁を超える場合等は、Ｎ-Ｃ／Ｏ番

号を入力する必要があります。 

 

※８ ＩＤＡ業務で入力した eＣ／Ｏキー及びＣ／Ｏ番号の組合せ又はＮ-Ｃ／Ｏ番

号に該当する e-ＣＯの情報がＮＡＣＣＳに登録されていない場合には、エラーと

なりＩＤＡ業務を行うことができません。 

※９ 蔵入承認申請、移入承認申請又は総保入承認申請における e-ＣＯの提出も同

様の方法により行ってください。 

※10 e-ＣＯの貨物を分割して輸入する場合には、ＮＡＣＣＳの原産地内取内容仮

登録（ＯＡＣ）業務を使用してシステム上で原産地証明書の内取を行うことができ

ます。ＮＡＣＣＳでの e-ＣＯ関連業務の具体的な利用方法については、下記３の

ＮＡＣＣＳ掲示板を参照いただくか、下記４のＮＡＣＣＳセンターヘルプデスク

にお問い合わせください。 

※11 原産地証明書識別コードについては、e-ＣＯを使用する場合も従来の原産地

証明書を使用する場合と同じ「ＴＨＴ４」（日タイＥＰＡ・第三者証明制度）を入
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力してください。 

※12 輸入申告後に eＣ／Ｏキー及びＣ／Ｏ番号又はＮ-Ｃ／Ｏ番号の入力誤り等が

あった場合には、速やかに申告先税関にご相談ください。 

※13 輸入申告の際に提出された e-ＣＯについては、関税法第 94条第１項ただし書

の規定により、輸入者の保存義務は課されません。 

※14 e-ＣＯを利用して輸入された貨物について、税関は、必要に応じて、ＥＰＡに

基づく原産品であるか否かの確認（事後確認）を行います。 
 

３ 参考情報 

 原産地証明書のデータ交換について（税関ＨＰ/原産地規則ポータル） 

https://www.customs.go.jp/roo/procedure/data/news.html 

輸入申告に係る原産地証明書のデータ交換 関係資料（ＮＡＣＣＳ掲示板） 

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/system/etcdoc/eco/index.html 

 

４ お問合わせ先 

 (1) ＮＡＣＣＳでの e-ＣＯ関連業務の利用方法に関するお問合わせ 

   輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（ＮＡＣＣＳセンター） 

 ヘルプデスク  

お問い合わせ Web フォーム： 

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/inquiry/nwewebqa  

電話：0120-794-550 又は 03-6628-6270 

 

 (2) 原産地規則・関連する税関手続に関するお問合わせ 

   各税関の原産地調査官  

https://www.customs.go.jp/question2.htm#c 

 

※15 日本からの輸出に関する e-ＣＯの利用については、発給システムに関するご

質問は日本商工会議所へ、その他の運用に関するご質問は経済産業省へお問い合

わせください。 

（経済産業省ニュースリリース） 
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/

gensanchi/JTEPA_eCO.html 

以上 

https://www.customs.go.jp/roo/procedure/data/news.html
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/system/etcdoc/eco/index.html
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/inquiry/nwewebqa
https://www.customs.go.jp/question2.htm#c
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/JTEPA_eCO.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/JTEPA_eCO.html

